
１　一般廃棄物の種類及び処理方法

（１）家庭から排出されるごみ及び粗大ごみ

　　１）まだ使えるもの

　　　　処理方法：くるくるショップに持ち込み、欲しい人が持ち帰り、リユースする

　　２）生ごみ

　　　　処理方法：各家庭で、コンポストや電動式生ごみ処理機等を用いて堆肥化する

　　３）生ごみ以外の一般廃棄物（資源を含む）

　　　　処理方法：各家庭で洗浄・分別してゴミステーションへ排出する

中間処理 最終処分

金属類 １．アルミ缶 町（委託） 町（委託）

２．スチール缶 町（委託） 町（委託）

３．スプレー缶 町（委託） 町（委託）

４．雑金属 町（委託） 町（委託）

紙類 １．新聞・チラシ 町（委託） 町（委託）

２．段ボール 町（委託） 町（委託）

３．雑誌・雑紙 町（委託） 町（委託）

４．紙パック（白） 町（委託） 町（委託）

５．紙カップ（白） 町（委託） 町（委託）

６．紙パック（銀） 町（委託） 町（委託）

７．硬い紙芯 町（委託） 町（委託）

８．シュレッダーくず 町（委託） 町（委託）

９．その他の紙 町（委託） 町（委託）

布類 １．衣類・毛布 町（委託） 町（委託）

２．その他の布 町（委託） 町（委託）

バイオマス類 １．割り箸・木竹製品 町（委託） 町（委託）

２．廃食油 町（委託） 町（委託）

プラスチック類 １．プラスチック製容器包装 町（委託） 町（委託）

２．その他のプラスチック 町（委託） 町（委託）

３．ペットボトル 町（委託） 町（委託）

４．プラスチック製キャップ 町（委託） 町（委託）

びん類 １．透明びん 町（委託） 町（委託）

２．茶色びん 町（委託） 町（委託）

３．その他の色びん 町（委託） 町（委託）

４．一升びん・ビールびん 町（委託） 町（委託）

危ないもの類 １．ガラス・陶磁器類 町（委託） 町（委託）

令和８年度上勝町一般廃棄物処理実施計画

　この計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項及び上勝町廃棄物の処理及び再利用促進
に関する条例第７条の規定に基づき、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、生活環境の
保全及び公衆衛生の向上を図り、快適で暮らしやすい生活空間の確保に資することを目的とする。

種　　　類



２．鏡・水銀体温計 町（委託） 町（委託）

３．電球・蛍光灯 町（委託） 町（委託）

４．乾電池 町（委託） 町（委託）

５．廃バッテリー 町（委託） 町（委託）

６．ライター 町（委託） 町（委託）

粗大ごみ １．金属製 町（委託） 町（委託）

２．木製 町（委託） 町（委託）

３．布団・絨毯・畳 町（委託） 町（委託）

４．塩ビ製品・ゴム製品等 町（委託） 町（委託）

焼却ごみ １．どうしても燃やさなければならないもの 町（委託） 町（委託）

２．紙おむつ・生理用品等 町（委託） 町（委託）

埋立ごみ １．どうしても埋めなければならないもの 町（委託） 町（委託）

お金が １．廃タイヤ 町（委託） 町（委託）

かかるもの ２．廃消火器 町（委託） 町（委託）

３．特定家庭用機器 町（委託） 町（委託）

（２）事業活動に伴って排出されるごみ

（３）し尿及び浄化槽汚泥

し尿 町（委託） 町（委託）

浄化槽汚泥 町（委託） 町（委託）

２　処理計画

（１）ごみ処理実施計画

　　１）排出抑制・再資源化計画

① 排出抑制の方法

　a　生ごみ堆肥化処理に対する支援

　b　資源ごみ回収運動の展開

　（a）ちりつもポイントキャンペーン

　（b）洗剤等の詰め替えパック回収（ゴミステーションに設置）

　c　広報、啓発活動

　キエーロの購入に対し、１万円を上限として、購入費の1/2以内を助成（１世帯につき１器ま
で）

　町が指定する資源等のゴミステーションへの持ち込みに対して、１種類ごとに１ポイントを付
与し、溜まったポイント数に応じて生活用品等と交換できる。商品購入には有価物の売却益を充
てることにより、分別資源化に協力する住民に目に見える形で還元する。

　電気式生ごみ処理機購入に対し、１台当たりの負担金１万円を超える額を助成（１世帯につき
１台、２人以上の世帯については２台まで）

　事業活動に伴って排出されるごみは、排出者自らの責任において適正に処理することを原則と
する。

　自らが処理できない場合には、家庭から排出されるごみ及び粗大ごみの処理方法に倣い、排出
者が自らゴミステーションへ搬入するか、または町が許可した一般廃棄物処理業者に委託し、収
集運搬及び処理を行うものとする。



　（a）ごみ分別説明会の開催

　（b）ごみ処理施設見学会の開催

　（c）事業所との懇談会の開催

　（d）保育園、小・中学校との環境教育連携

　（e）資源分別ガイドブックの作成・配布

　（f）その他情報提供、広報・啓発活動

　　２）収集運搬計画

①収集区域の範囲

　上勝町全域

②収集拠点

　ゼロ・ウェイストセンタ―内　ゴミステーション及びストックヤード　　１箇所　

③収集方法

　a　家庭から排出されるごみ及び粗大ごみ

金属類 １．アルミ缶

２．スチール缶

３．スプレー缶

４．雑金属

紙類 １．新聞・チラシ

２．段ボール

３．雑誌・雑紙

４．紙パック（白）

５．紙カップ（白）

６．紙パック（銀）

７．硬い紙芯

８．シュレッダーくず

９．その他の紙

布類 １．衣類・毛布

２．その他の布

バイオマス類 １．割り箸・木竹製品

透明又は半透明のポリ袋に入
れ、指定場所に集積

指定コンテナに投入

透明又は半透明のポリ袋に入
れ、指定場所に集積

指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

使い切って穴を空けて
指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

紙紐で縛り指定ワゴンに集積

紙紐で縛り指定ワゴンに集積

小さい紙は紙袋に入れ、紙紐
で縛り指定ワゴンに集積

指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

　廃棄物の減量化及び資源化について、市民及び事業者の理解と協力を得るため、次のような啓
発活動を展開する。

　（a）ゴミステーションは、１年の内正月・２日と大晦日を除いた毎日の、
　　　 月～金曜は午前７時３０分から午後２時まで、
　　　 土・日は午前７時３０分から午後３時３０分までの間、
　　　 一般住民からのごみ及び資源について受け入れを行う。

　（b）原則として、住民が自ら洗浄・乾燥をしてゴミステーションへ持ち込み、
　　　 各自で分別する。

種　　　類 収集方法



２．廃食油

プラスチック類 １．プラスチック製放棄放送

２．その他のプラスチック

３．ペットボトル

４．プラスチック製キャップ

びん類 １．透明びん

２．茶色びん

３．その他の色びん

４．一升びん・ビールびん

危ないもの類 １．ガラス・陶磁器類

２．鏡・水銀体温計

３．電球・蛍光灯

４．乾電池

５．廃バッテリー

６．ライター

粗大ごみ １．金属製

２．木製

３．布団・絨毯・畳

４．塩ビ製品・ゴム製品等

焼却ごみ １．どうしても燃やさなければならないもの

２．紙おむつ・生理用品等

埋立ごみ １．どうしても埋めなければならないもの

お金が １．廃タイヤ

かかるもの ２．廃消火器

３．特定家庭用機器

b　事業活動に伴って排出されるごみ

　　３）中間処理計画

①処理方法

②処理施設の概要

　a　焼却施設

名称 旭鉱石株式会社

所在地 徳島市飯谷町枇杷の久保13番地4号 

指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

管理員に受け渡す

　事業者が自ら処理（収集運搬を含む）するものを除いて、上記「家庭から排出されるごみ及び
粗大ごみ」の処理方法と同様とする。

　ゴミステーションで分別されたごみ及び資源については、それぞれ圧縮・梱包等を行った上で
ストックヤードへ保管し、一定量溜まった時点で種類に応じて各処理施設が運搬し、適切に再資
源化・処理する。

指定コンテナに投入

指定袋に入れ、指定場所に集
積

ポリ袋に入れ、指定コンテナ
に投入

指定コンテナに投入

管理員に受け渡す

管理員に受け渡す

透明又は半透明のポリ袋に入
れ、指定場所に集積

指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

蓋ができる容器に入れ、指定
場所に集積

指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

指定コンテナに投入

管理員に受け渡す

指定コンテナに投入



　b　再資源化施設

■アルミ・スチール・金属屑・タイヤ

名称 三木資源株式会社

所在地 徳島県徳島市昭和町8丁目27

■バッテリー・消火器

名称 株式会社旭金属

所在地 徳島県徳島市東沖洲一丁目12

■木材

名称 株式会社三幸クリーンサービスセンター

所在地 徳島県徳島市徳島本町2丁目16番地

■布団マット畳・再生紙にならない紙類・ウエスにならない布類

名称 株式会社日徳

所在地 徳島県阿南市橘町南新田10番地29

■ガラス陶磁器類

名称 旭鉱石株式会社

所在地 徳島市飯谷町枇杷の久保13番地4号 

■特定家庭用機器

名称 金城産業株式会社

所在地 愛媛県松山市北吉田町349番地1 

　c　古紙類の処理・再資源化施設

■新聞紙・雑誌雑紙・シュレッダー・紙パック・硬い紙管・衣類毛布

名称 ナルト紙料株式会社

所在地 徳島県徳島市春日1丁目4番5号

■段ボール・紙カップ

名称 有限会社ナルト紙料センター

所在地 徳島県板野郡松茂町満穂満穂開拓140番地2

■アルミ付紙パック・シール台紙

名称 株式会社日誠産業

所在地 徳島県阿南市津乃峰町新浜33-10

　d　プラスチック処理施設

■ペットボトル



名称 有限会社ハイプラ

所在地 徳島県徳島市応神町東貞方字貞光255番地

■容器包装以外の廃プラスチック

名称 旭鉱石株式会社

所在地 徳島市飯谷町枇杷の久保13番地4号 

　e　有害ごみ処理施設

■蛍光管

名称 株式会社フジゲン

所在地 徳島県徳島市東沖洲2丁目35番地

　f　公益財団法人容器包装リサイクル協会

■ガラス瓶

名称 徳島資源リサイクルセンター有限会社

所在地 徳島県阿南市上中町中原105-1

■プラスチック製容器包装

名称 旭鉱石株式会社

所在地 徳島市飯谷町枇杷の久保13番地4号 

　　４）最終処分計画

①最終処分場の概要

名称 一般財団法人徳島県環境整備公社

所在地 板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

敷地面積 155,951平方メートル

可処分容量 734,558立方メートル（令和3年1月末現在）

　　５）その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項


